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１．はじめに 
 

下水道法第３条により、公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村又は都 

道府県が行うものとされています。   

 しかし、申請者の都合によって下水道施設の工事（設置、改築、修繕など）が必要となる場合 

や既設公共下水道の一部を申請者が自主的に維持（保守、点検、清掃など）を行う場合などにお 

いて、下水道法第１６条により公共下水道管理者以外のものが公共下水道管理者の承認を受け、 

これを行うことができます。 

承認工事及び承認維持に当たっては、下水道局と十分な協議が必要です。 

 

  

[ 協 議 対 象 ] 

  

次のいずれかに該当する場合は、計画時点での協議をお願いします。 

 

      申請者の都合により、公共下水道管理者以外のものが 

〇公共下水道施設に関する工事を行う場合（承認工事） 

 （例：下水道施設の新設、撤去、吊防護、改造など） 

〇公共下水道施設に関する維持を行う場合（承認維持） 

 （例：下水道施設の清掃、点検、調査、入孔など） 

 

  

[ 協 議 内 容 ] 

  

〇承認工事・承認維持の必要性 

 

〇公共下水道施設に関する工事内容・維持内容 

  

○東京都下水道局基準の技術適合性 

（東京都下水道設計標準、東京都下水道土木工事標準仕様書など） 

 

〇既設公共下水道が有する流下能力への適切な配分  など 

 

※公共ます承認工事との違いについて 
  一宅地に下水を現に受け入れている既設ますや使用可能な既設ますがある場合、公共ますの新設工事 

(２組目以上）又は改築工事並びに公共ますの設置に伴い必要となる人孔の新設及び不要となる既設ます 

の撤去工事について、排水設備計画の届出が伴うのであれば、以下リンク先の下水道局ホームページを確 

認の上、公共ます承認工事の申請をしてください。 

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d2/todoke/cat/index.html 

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d2/todoke/cat/index.html
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２．承認工事フロー 
承認工事の基本的な流れについては、以下のフローをご参考ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出張所

事前打合せ（P5、7 参照）

下水道事務所

お客さまサービス課
申請者

収受、申請内容確認

受領

収受・申請内容確認

受領

提出
・施工計画書

届出
・完了届

施設の引継ぎ
(引継ぎ図書及び現場の確認)

施設の引継ぎ

(引継ぎ図書及び現場の確認)

提出
・引継図書

紙もしくは

電子メール

紙もしくは

電子メール

紙もしくは

電子メール

紙もしくは

電子メール

申請
・承認工事取下げ申請書

・承認工事変更申請書

申請
・承認工事申請書 ・委任状

・申請図 等

受理

受理

交付
・道路占用許可書

紙もしくは

電子メール

受領

意見照会 照会内容の確認・回答

交付
・道路占用変更許可書

紙もしくは

電子メール

受領

受理通知書写

現場対応

通知
・承認工事決定通知書

※出張所には道路占用手続きにて、シ

ステム入力に必要な資料があれば提供

※申請書の提出までには、下水道事務所や道路管理者など
との打合せを複数回行う場合があります。

通知書写 受理

送付

電子メール

送付

受理

受理

取り下げ・変更

事前協議

事前打合せ

取り下げ・変更

事前協議

【申請の取り下げ・申請内容
の変更をする場合】

取り下げ・変更する旨

取り下げ・変更

内容の確認

電話もしくは

電子メール

報告取り下げ・変更内容の確認

※変更申請書の提出までには、下水道事務所や道路管理者など
との打合せを複数回行う場合があります。

通知
・承認工事取下げ決定通知書

・承認工事変更決定通知書
※出張所には道路占用手続きにて、シ

ステム入力に必要な資料があれば提供

紙

道路占用手続き

（システム入力・申請）

道路占用手続き
(システム入力・申請)

受理

送付

受理

紙もしくは

電子メール
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３．承認維持フロー 
承認維持の基本的な流れについては、以下のフローをご参考ください。 

 

出張所

事前打合せ（P7 参照）

下水道事務所

お客さまサービス課
申請者

収受、申請内容確認

受領

提出
・作業計画書

届出
・完了届

紙もしくは

電子メール

紙もしくは

電子メール

申請
・承認維持申請書 ・委任状

・申請図 等

受理

意見照会 照会内容の確認・回答

受理

受理通知書写

現場対応

通知
・承認維持決定通知書

受理

紙

送付

※申請書の提出までには、下水道事務所との打合せを
複数回行う場合があります。

収受・申請内容確認

受領

紙もしくは

電子メール

紙もしくは

電子メール

申請
・承認維持取下げ申請書

・承認維持変更申請書

通知書写 受理

取り下げ・変更

事前協議

事前打合せ

取り下げ・変更

事前協議

【申請の取り下げ・申請内容
の変更をする場合】

取り下げ・変更する旨

を連絡

取り下げ・変更

内容の確認

電話もしくは

電子メール

報告取り下げ・変更内容の確認

※変更申請書の提出までには、下水道事務所との打合せを
複数回行う場合があります。

通知
・承認維持取下げ決定通知書

・承認維持変更決定通知書

電子メール

※都道、国道の場合

路上作業届出対応
交付：路上作業届の写し

受領

紙

※必要に応じて現場確認 ※必要に応じて現場確認

受理 送付

紙もしくは

電子メール
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４．承認工事・承認維持の申請の準備について 
 

 

(１) 公共下水道台帳を閲覧してください 

  

承認工事・承認維持の計画を立てる前に、公共下水道台帳を閲覧して既設下水道管の諸元

等を調べてください。下水道台帳は東京都下水道局ホームページで公開しています。直接 

お調べになりたい方は、都庁第二本庁舎２７階下水道台帳閲覧室（住所：新宿区西新宿二丁 

目８番１号 連絡先：０３－５３２０－６６１８）で閲覧できます。 

※下水道台帳閲覧室での図面の印刷は有料です。 

 

 

(２) 現地調査が必要な場合について 

 

既設の公共ますや人孔の調査に伴い蓋の開閉を行う際は、下水道局の立会いが必要ですの 

で、立会依頼先（Ｐ６参照）にお問い合わせください。 

 

 

(３) 承認工事申請前の事前打合せについて 

    

承認工事の申請に当たっては、事前に道路管理者との調整が発生するため、その目安（工 

事着手の６か月前）となる更に数か月前から設計内容に関する協議を該当の下水道事務所と 

開始し、十分に余裕を持って対応するようにしてください。 

 

 

(４) 光ファイバーについて 

 

承認工事の対象路線に光ファイバーが敷設されている路線があります。光ファイバーの移 

設等が必要となった場合には、承認工事の協議とは別に下水道局内の担当部署と協議をする 

必要があり、説明資料の作成や協議に時間を要します。承認工事申請前に原則対面による打 

合せが必要ですので、（３）も踏まえ、設計段階で必ず対象路線の光ファイバーの敷設の有無 

について確認いただき、移設等の発生を見越して、十分に余裕を持ったスケジュールで承認 

工事申請に向けた対応を行ってください。 

協議対象となる下水道管への光ファイバーの敷設の有無は、P7にある問合せ先にお問い合 

わせください。 
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協議案件所在地 立会依頼先 

千代田区  
千代田出張所     

千代田区大手町２－６－３   ℡３２７０－７３２５  

中央区  
中央出張所     

中央区日本橋箱崎町４４－９  ℡３６６８－８６６１  

港区(台場地区を除く)  
港出張所     

港区三田２－２０－１４    ℡３７９８－５２４３  

渋谷区  
渋谷出張所   

渋谷区東２－１３－６     ℡３４００－９４７７  

文京区  
文京出張所   

文京区千石４－２９－４    ℡５９７６－２５１６  

台東区  
台東出張所   

台東区蔵前２－１－８     ℡５８２１－２４０１  

豊島区  
豊島出張所   

豊島区雑司が谷１－１１－９  ℡３９８９－８５２３  

荒川区  
荒川出張所   

荒川区荒川８－２５－１    ℡５６１５－２８９１  

墨田区  
墨田出張所   

墨田区横網１－４－１２    ℡３６２２－７００５  

江東区 

港区のうち台場地区 

品川区のうち東八潮地区  

江東出張所   

江東区東陽７－１－１４ 

 

℡３６４５－９２７３ 

足立区  
足立出張所   

足立区西伊興１－２－２３   ℡３８５５－７４１１  

葛飾区  
葛飾出張所   

葛飾区小菅１－２－１     ℡３６０２－５７５５  

江戸川区  
江戸川出張所   

江戸川区松江５－２２－１０  ℡５６５８－４４８１  

新宿区  
新宿出張所   

新宿区上落合１－２－４０   ℡３３６３－９９３１  

中野区  
中野出張所   

中野区新井３－３７－４    ℡５３４３－５６５１  

杉並区  
杉並出張所   

杉並区下井草２－６－１３   ℡３３９４－９４５７  

北区  
北出張所   

北区浮間４－２７－１     ℡３９６９－６４９０  

板橋区  
板橋出張所   

板橋区大谷口北町５２－１   ℡５９６５－２１６１  

練馬区  
練馬出張所  

練馬区豊玉北４－１５－１   ℡５９９９－５６５０  

品川区(東八潮地区を除く)  
品川出張所 

品川区西品川１－８－１    ℡３４９５－０３５１  

目黒区  
目黒出張所   

目黒区下目黒２－１－１５   ℡３４９１－７８６７  

大田区  
大田出張所  

大田区大森西７－４－２４   ℡３７６４－３６９１  

世田谷区  
世田谷出張所   

世田谷区弦巻４－３０－１   ℡５４７７－２１２０  

○現地調査における下水道局の立会依頼先  
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５．承認工事・承認維持の申請書の提出について 

 承認工事・承認維持の申請に当たり、申請書の作成について疑問点がある場合には、（２）問 

合せ先の該当する事務所へ問い合わせてください。 

申請書提出前には、申請内容について原則対面による打合せを行ってください。打合せ後、

事務所担当者が了承した場合に申請書を提出することが出来ます。なお、提出方法は紙による

提出または電子メールによる提出が可能となっておりますので、希望の方法を事務所の担当者

へお伝えください。 

提出後、申請書に不備があった場合には、修正をお願いいたします。 

また、申請後に交付する承認工事（承認維持）決定通知書等は、紙以外に電子署名付きの文

書データで受け取ることも可能です。ご希望の場合は、電子メールにて「電子署名付きの文書

で受け取ることに同意します。」とメール文に記入の上、送信してください。 

※電子署名とは、公印の代替となるデジタル上の署名のことで、当局が発出した文書であるこ

とを証明するものです。電子署名の検証を希望する場合は東京都電子署名検証サービス 

（URL:https://verifysignature.metro.tokyo.lg.jp/ ）をご利用ください。 

（１）電子メールで提出する場合について 

  ・提出データは pdfまたは docuworksの形式としてください。 

  ・１通のメール容量は、本文、添付データを含めて、１０ＭＢ以下としてください。 

   １０ＭＢを超えるような場合には、お手数ですが、データを１０ＭＢ以下になるよう分割 

して提出してください。なお、分割したデータ数が多くなる場合には、メールでの提出に 

代えて、データを分割せずに保存したＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒの提出をお願いすること 

があります。 

  ・メール件名の冒頭には、【承認工事（承認維持）】と記入の上、送信してください。なお、 

メールで分割して提出する場合には、【承認工事２（承認維持２）】などと番号を付して 

記入し、送信してください。 

・申請図のデータは記載されている数値等がしっかり読み取れるようにしてください。 

・メール送信後には必ずメールを送信した旨を事務所の担当者へ電話で連絡してください。 

（２）問い合せ先 

協議案件所在地 問い合わせ先 

千代田区、中央区 

港区（台場を除く）、渋谷区 

中部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 

千代田区大手町２－６－３  ℡３２７０－７３４３ 

文京区、台東区、豊島区 

荒川区 

北部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 

台東区蔵前２－１－８      ℡５８２０－４３５４ 

墨田区、江東区 

港区のうち台場地区 

品川区のうち東八潮地区 

東部第一下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 

江東区東陽７－１－１４     ℡３６４５－９２６７ 

足立区、葛飾区、江戸川区 
東部第二下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 

葛飾区小菅１－２－１      ℡５６８０－１５６１ 

新宿区、中野区、杉並区 
西部第一下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 

中野区新井３－３７－４     ℡５３４３－６２１３ 

北区、板橋区、練馬区 
西部第二下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 

北区浮間４－２７－１       ℡３９６９－２４３９ 

品川区（東八潮を除く） 

目黒区、大田区、世田谷区 

南部下水道事務所お客さまサービス課渉外調整担当 

大田区雪谷大塚町１３－２６  ℡５７３４－５０５２ 

https://verifysignature.metro.tokyo.lg.jp/
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※本項目に掲載されている様式において、承認維持の場合は、「工事」を「維持」に読み替えて  

ください。 

６．様  式 
 

 

 年  月  日 

 

 

東京都下水道局 

   ○○下水道事務所長 殿 

 

 

申請者  住 所 

氏 名 

 

 

 

承 認 工 事 申 請 書 

 

 

下水道法第16条の規定により、下記の公共下水道施設を自らの費用で施行したいので 

承認を申請します。 

なお、承認に当たって条件を付された場合は、それを遵守いたします。 

 

 

記 

 

 

  1 工事名 

  2 施行場所(住居表示) 

  3 施行内容(別紙のとおり) 

4 工事期間 

5 申請者 担 当 者 名 

      連 絡 先 

6 施行者 住    所 

         氏名(会社名) 

            (代表者) 

         受 付 番 号 

電    話 

        連  絡  先 現場責任者 

                  電 話 

             電 話（緊急時） 

7 添付図書 
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 年  月  日 

 

 

東京都下水道局 

   ○○下水道事務所長 殿 

 

 

申請者  住 所 

氏 名 

電 話 

 

 

 

委 任 状 

 

 

 

私は、下記の者を代理人と定め、公共下水道施設工事を下水道法第16条の規程により、 

承認を受けて自らの費用で施行することに関して、次の権限を委任します。 

ただし受任者が委任事項を履行することが出来なくなった場合は、委任を解除します。 

 

 

記 

 

 

申請年月日 

工 事 名 

施 行 場 所 

    (住居表示) 

受 任 者  住  所 

          氏名(会社名) 

            (代表者名) 

          電  話 

         現場責任者 

委 任 事 項 

１ 承認工事に係る下水道局との協議に関すること 

２ 承認工事に係る必要な費用の支払いに関すること 

３ 設置した公共下水道施設の確認の立会い及び引継に関すること 

 

 

※東京都下水道局は、上記委任関係において、受任者が委任事項第 2項について 

      履行不能となった場合は、申請者に費用の支払請求を行います。 
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施 工 内 容 一 覧 表 
 

 

 名称 種別 内径 深さ 延長 箇所数 備考 

設 

 

 

置 

本管  cm  m   

人孔  ㎝ cm  箇所  

汚水ます  ㎝ cm  箇所  

取付管  cm  m 箇所  

       

       

       

撤 

 

 

去 

本管  cm  m   

人孔  ㎝ cm  箇所  

汚水ます  ㎝ cm  箇所  

取付管  cm  m 箇所  

       

       

       

改 

 

 

造 

本管  cm  m   

人孔  ㎝ cm  箇所  

汚水ます  ㎝ cm  箇所  
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  年  月  日 

 

 

東京都下水道局 

   ○○下水道事務所長 殿 

 

 

 

                申請者  住 所 

                    氏 名 

                    電 話 

 

 

 

承 認 工 事 取 下 げ 申 請 書 

 

 

 

 

   下記の承認工事を取り下げますので申請します。 

 

承認年月日及び 

工事番号 

  年   月   日 （   ） 
 

施 行 場 所  

工 事 期 間  

取 下 げ 理 由 
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  年  月  日 

 

 

東京都下水道局 

   ○○下水道事務所長 殿 

 

 

 

申請者  住 所 

氏 名 

電 話 

 

 

 

承 認 工 事 変 更 申 請 書 
 

 

  年  月  日から下記のとおり変更しましたので関係書類添付の上申請します。 

  なお、変更申請の承認に当たって新たに条件を付された場合は、それを遵守いたします。 

 

承認年月日及び 

工事番号 
  年  月  日 （   ）  

施 行 場 所  

工 事 期 間  

変 更 内 容 

 

 

 

 

 

変 更 理 由 
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   年  月  日 

 

 

東京都下水道局 

   ○○下水道事務所長 殿 

 

                  申請者  住所 

                       氏名 

                       電話 

 

 

 

承 認 工 事 完 了 届 
 

 

 

   下記の承認工事を本日完了しましたので届け出ます。 

 

承認年月日及び 

工事番号 
  年  月  日 （   ）  

施 行 場 所  

工 事 期 間  

備 考 
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７．承認工事・承認維持の各手続きについて 

７－１ 承認工事・承認維持の申請において 

・申請に当たっては、マニュアルの各ページをよく確認し、理解の上進めてください。 

・「承認工事（承認維持）申請書」には、以下の順番で資料を添付し、申請をお願いいた 

します。 

(１) 委任状（Ｐ９、１５ 参照） 

(２) 施工内容一覧表（Ｐ１０、 １５ 参照）※承認工事の場合のみ添付してください。 

(３) 申請図（Ｐ１９～２９ 参照） 

(４) 承認工事（承認維持）内容の説明資料 

（工程表、施行内容、過去の協議経緯、その他図面など） 

・作成部数について（紙で提出する場合） 

   ３部（Ａ４サイズ、Ａ３サイズは３つ折り（Ａ４サイズ））作成してください。 

なお、３部の内１部は返却します。 

 ・申請書、委任状への押印は不要です。 

・本管や人孔等の設計に当たっては、「管きょ再構築設計の手引き」（東京都下水道サービ 

ス株式会社にて販売しております。下水道局ホームページの以下リンク先に販売案内へ 

とつながるページがございます。）を参考にしてください。 

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d3/kankou/index.html 

・道路占用の申請に伴い、別途資料作成が必要になることがありますので、その際は対応 

のほど、お願いいたします。 

 ・以下に申請資料の概要と記入要領を示しますので、ご確認ください。 

(１) 承認工事（承認維持）申請書 

     【概要】 

     ・Ｐ２で記載している通り、申請者の都合によって下水道施設の工事（新設、  

撤去、改造など）が必要となる場合や既設公共下水道の一部を申請者が自主 

的に作業（清掃、点検、調査など）を行う場合などに申請が必要です。 

【記入要領】 

・工事名 

工事名を記入してください。 

      ・施行場所 

        施行する場所を住居表示で記入してください。 

      ・施行内容 

        施行内容を記入あるいは別紙にて記入してください。 

・工事期間 

        工事の期間を記入してください。 

・申請者 

  担当者名、連絡先を記入してください。

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d3/kankou/index.html
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・施行者 

        施行者の住所、氏名（会社名、代表者名）、電話番号を記入してださい。 

  受付番号は東京都の入札情報サービスのホームページにある、競争入札参 

加有資格者名簿に掲載してある受付番号を記入してください。ただし、承 

認工事の場合は業種が「下水道施設工事」として登録してある受付番号に 

限ります。東京都の受付番号が無い場合には、他自治体にて下水道工事・ 

維持の競争入札参加資格を有していることを証明できる資料を添付してく 

ださい。 

現場責任者の氏名、電話番号（平時、緊急時）を記入してください。 

・添付図書 

        添付した図書の名称を記入してください。 

(２) 施工内容一覧表 

     【概要】 

      ・施工する下水道施設（本管、人孔、汚水ます、取付管）の諸元を記入してく 

ださい。 

     【記入要領】 

      ・表の項目に従い、該当する欄に数値等を記入してください。 

(３) 委任状 

     【概要】 

    ・申請者に代わって、代理人が施行を行う場合に必要です。申請者自ら施行 

     する場合には提出は不要です。 

      ・申請者及び代理人は委任内容を確認した上で提出してください。 

    ・承認工事（承認維持）申請書を提出する際に添付してください。 

【記入要領】 

・申請年月日 

      承認工事（承認維持）申請書の申請日を記入してください。 

     ・工事名 

       工事名を記入してください。 

     ・施行場所 

       施行する場所を住居表示で記入してください。 

     ・受任者 

    委任する者の住所、氏名、電話番号を記入してください。 

・委任事項 

       委任状様式にある委任事項は見本ですので、申請者と受任者の間で委任事 

項の範囲について決定の上、記入してください。
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７－２ 承認工事・承認維持の申請後において 

 ・承認工事、承認維持の申請後の流れについては、Ｐ３、４のフローをご確認ください。 

 ・承認工事、承認維持の申請後に通知される承認工事（承認維持）決定通知書には、設計、 

施工、監督及び第三者に対する損害等についての条件を付しております。条件をよく 

ご確認いただき、確実に遵守してください。 

 ・取下げ申請書、変更申請書、完了届への押印は不要です。 

 ・承認工事（承認維持）決定通知書の付している条件の１つに、施工計画書（承認維持の 

場合は作業計画書）の提出を条件としております。施工計画書（作業計画書）の作成に 

当たっては、土木工事標準仕様書に準じて作成してください。 

土木工事標準仕様書は下水道局ホームページで確認いただけます。（以下リンク先） 

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d3/kankou/new_hyoujyun-

shiyousyo/index.html#ukeoi 

・提出資料の作成部数について（紙で提出する場合） 

〇完了届 

２部（Ａ４サイズ）作成してください。 

〇取下げ申請書、変更申請書 

３部（Ａ４サイズ、Ａ３サイズは３つ折り（Ａ４サイズ））作成してください。 

なお、３部の内１部は返却します。 

  〇施工計画書 

３部（Ａ４サイズ、Ａ３サイズは３つ折り（Ａ４サイズ））作成してください。 

 ・以下に申請後資料の概要と記入要領を示しますので、ご確認ください。 

 (１) 承認工事（承認維持）取下げ申請書 

    【概要】 

     ・承認工事（承認維持）申請をし、決定を通知された案件について、その申請 

を取り下げる場合に申請書を提出してください。 

・取り下げる場合には、速やかに該当の下水道事務所と出張所へ連絡をしてく 

ださい。 

【記入要領】 

・承認年月日及び工事番号 

        承認工事（承認維持）申請後に下水道局から通知した承認工事決定通知書 

に記載されている年月日と工事番号を記入してください。 

      ・施行場所 

        施行する場所を住居表示で記入してください。 

      ・工事期間 

  工事の期間を記入してください。 

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d3/kankou/new_hyoujyun-shiyousyo/index.html#ukeoi
https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d3/kankou/new_hyoujyun-shiyousyo/index.html#ukeoi
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・取り下げ理由 

     承認工事（承認維持）申請を取り下げる理由を明確に記入してください 

 

(２) 承認工事（承認維持）変更申請書 

    【概要】 

         ・当初申請した承認工事の工期又は内容の変更がある場合に、申請をする必要 

があります。 

・施行内容に変更の必要が生じた場合は施行を一旦中止し、道路占用の変更手 

続きが完了する前に施行をしないよう注意してください。 

          ・工期又は内容の変更がある場合には、速やかに該当の下水道事務所と出張所 

へ連絡をしてください。当初の申請と同様に変更申請内容の精査や道路管理 

者との占用に関する調整が必要なため、協議に時間を要します。また、道路 

占用の変更に伴い、別途資料作成が必要となる場合があります。 

      ・変更申請書を提出する際の添付資料は、当初の申請より変更がある資料のみ 

と必要に応じて変更に係る説明資料を添付してください。当初の申請より変 

更がない資料は添付する必要はありません。 

【記入要領】 

      ・承認年月日及び工事番号 

承認工事（承認維持）申請後に下水道局から通知した承認工事決定通知書 

に記載されている年月日と工事番号を記入してください。    

・施行場所 

         施行する場所を住居表示で記入してください。 

・工事期間 

         工事の期間を記入してください。 

       ・変更内容 

         承認工事（承認維持）申請時の内容から変更する内容を記入してください。 

       ・変更理由 

         承認工事（承認維持）申請時の内容から変更する理由を明確に記入してく 

ださい。 
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(３) 承認工事（承認維持）完了届 

     【概要】  

・承認工事が完了した旨を届け出る必要があります。 

完了後、速やかに提出してください。 

【記入要領】 

・承認年月日及び工事番号 

        承認工事（承認維持）申請後に下水道局から通知した承認工事決定通知書 

に記載されている年月日と工事番号を記入してください。 

      ・施行場所 

        施行する場所を住居表示で記入してください。 

      ・工事期間 

        工事の期間を記入してください。 

 

  （４）施設の引継ぎ 

【概要】 

  ・完了届の提出後は、引継ぎ図書を作成し、出張所に図書内容の確認 

を依頼してください。また、出張所と現場の確認もしてください。 

      ・引継ぎ図書の完成後は、該当の出張所へ提出してください。 

      ・引継ぎ図書の作成や提出等は速やかに対応してください。 

      ・完了図の作成に当たっては、土木工事標準仕様書に掲載してある、「工事 

       完了図作成要領」をご参考ください。 

 



 

19 

８．申請図の作成について 

８－１：図面作成上の基本的事項 

（１）図面はＡ３サイズまでとし、Ａ４サイズに折ってください。（紙で提出する場合） 

 

 

（２）承認工事の図面の作成に当たっては、「管きょ再構築設計の手引き」（東京都下水道 

   サービス株式会社にて販売しております。下水道局ホームページの以下リンク先に 

販売案内へとつながるページがございます。）を参照ください。 

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d3/kankou/index.html 

特に注意すべき事項については、Ｐ２５以降に記載しておりますので、ご確認くださ 

い。また、Ｐ２０～２４には申請図の作成に参考となるサンプル図面も掲載しており 

ます。 

 

 

（３）承認維持の図面は、東京都下水道局ホームページや都庁第二本庁舎２７階下水道台帳 

閲覧室で取得できる台帳図面に、どの箇所で維持を行うかを示した図面を作成してく 

ださい。 

 

 

（４）電子データでの提出を予定している場合、申請図データは記載されている数値等が 

   しっかり読み取れるようにしてください。 

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d3/kankou/index.html


 

 

８－２：サンプル図面 
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ま

る 
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工事番号 
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工事番号 
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〇〇区 
□丁目 

〇〇区 
□丁目 

工事番号 

施 工 数 量 



 

 

 

〇〇区 
□丁目 

施 工 数 量 

工事番号 

24 
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８－３：図面作成に当たり、特に注意すべき事項について 

 

【全体事項】 

（１）設計図記載の数字は以下のとおりである。 
 

設計図に記載する単位及び小数位 

種  別 単位 小数位 種  別 単位 小数位 

延長、幅員、深等 ｍ 2 計画管底高 ｍ 3 

構造図寸法 mm 0 土被り ｍ 2 

管きょ勾配 ‰ 1 管きょ形状 Mm 0 

基標高 ｍ 3 人孔、L 形側溝の形状 Cm 0 

地盤高 ｍ 2 ます深 ｍ (0.2刻み) 

管底高 ｍ 3    

注１）小数位未満は、四捨五入をもって記載する。 

     注２）線路延長については、小数第２位まで記入し、０か５に丸める。 

(二捨三入、七捨八入) 

 

  （２）工事名の最後には、「【承認工事】」と記載すること。 

      例：〇〇移設工事【承認工事】 

 

【系統図】 

（１）路線番号及び管きょの表示は下記のとおりとする。「管きょ再構築設計の手引き」には 

記号に「Ｒ」が記載されているが、不要となる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、幹線表示は二重線とし、番号表示サイズは、幹線、枝線とも８mmとする。 

道路区画が密な場合は、図面余白に管きょの諸元（路線番号、管径、勾配、延長）を記入 

しても良い。 

 

既設管きょ 

10 
Ａ 

250 
   10.0‰ 
   24.00 
 

布設替管きょ 

10 
Ｄ 

450 
   5.0‰ 
   71.00 
 

更生管きょ 

10 
Ｂ 

600 
   4.0‰ 
   77.60 
 

撤去管きょ 

10 
Ｅ 

250 
   10.0‰ 
   24.00 
 

計画路線 

24 
Ａ 

500 
   4.0‰ 
    
 

新設管きょ 

10 
Ｃ 

1350 
   2.1‰ 
   24.00 
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（２）工事内管きょ集計表に該当工事の路線番号及び管径別延長を記入する。 

 

工事内管きょ集計表 

 管きょの名称 路線番号 
 (注 1) 

施工年度 
 管径（mm）  延長（ｍ） 

下 

水 

道 

管 

き

ょ 

既 

設 

管 

き

ょ 

既設管きょ 

  計  

    

    

更生管きょ 

 (注 2)1947 400  (注 3)(材質 450) 
(注 4)77.40 

(77.40) 

  小 計  

 (注 2)1949 500  (注 3)(材質 600) 
(注 4)68.50 

(68.50) 

  小 計  

  合 計  

新 

設 

管 

き

ょ 

布設替管きょ 

 

 

小 計  

   

   

                                (注 5)総 計  

   

  

   

 

 撤     去     管 

(注 2)1945 

 

  

              小 計  

 

(注 2)1953 

  

              小 計  

               合 計  

 

注１）施工年度とは、当初管きょを布設した年度である。 

注２）年度順、管径順に記載する。 

注３）（ ）内は、更生前の管種及び管径を記入する。 

注４）（ ）内は、更生前の延長を記入する。 

注５）総計は、更生管きょ、布設替え管きょ、新設管きょの計である。 
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（３）工事内人孔番号表は以下の通りとする。「管きょ再構築設計の手引き」には記号に「Ｒ」 

が記載されているが、不要となる。 

 
工事内人孔番号表 

 
小図画内人孔番号 

（系統図） 

セミス番号（線路詳細図） 
人孔形状 

 管理図番号 小図画番号  

既 

設 

人 

孔 

改 

造 

既 No．１ 

既 No．  １５２２ 

１Ａ 

００１ 円形人孔内径  90 

  〃 ２ ００２   〃     90 

  〃 ３ ００３   〃     90 

  〃１２ １Ｂ ０１２   〃    120 

  〃 ２ ２Ａ ００２   〃    120 

既 No．６ ２Ａ ００６   〃    150 

撤 

去 
      

新 

設 

人 

孔 

(注 6)No．○○     １０ 円形人孔内径  90 

(注 6)No．○●  No．      １１   〃    120 

(注 6)No．○×   １２ 組立円形人孔内径  90 

     

注１）新設人孔番号については、上流から順（）に連番で記入する。 

 

 

（４）管きょの整備対策別の記号は以下のとおりである。「管きょ再構築設計の手引き」には 

記号に「Ｒ」が記載されているが、不要である。 
 

管きょの整備対策別の記号 

記  号 整   備   対   策 

Ａ 既設管きょ 

Ｂ 更生管きょ 

Ｃ 新設管きょ 

Ｄ 布設替え管きょ 
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【線路詳細図（管きょ平面図、管きょ縦断面図】 

（１）共通事項 

①路線番号及び管きょの表示は下記のとおりとする。「管きょ再構築設計の手引き」には 

記号に「Ｒ」が記載されているが、不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）幹線表示は二重線とする。 

注２）新設管きょ、更生管きょ、計画管きょの番号表示サイズは、１０㎜とし、既設管きょ 

の番号表示サイズは、８㎜とする。 

注３）新設管きょの路線番号は、既設活用管きょの枝番とする。 

注４）更生管きょ（Ｂ）は、更生後の管きょ断面を記載する。 

   

②路線の表示方法は下記のとおりとする。「管きょ再構築設計の手引き」には記号に「Ｒ」 

が記載されているが、不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

既設管きょ 

10 
Ａ 

250 
   10.0‰ 
   24.00 
 

布設替管きょ 

10 
Ｄ 

450 
   5.0‰ 
   71.00 
 

更生管きょ 

10 
Ｂ 

600 
   4.0‰ 
   77.60 
 

撤去管きょ 

10 
Ｅ 

250 
   10.0‰ 
   24.00 
 

計画路線 

24 
Ａ 

500 
   4.0‰ 
    
 

新設管きょ 

10 
Ｃ 

1350 
   2.1‰ 
   24.00 
 

平面図 

縦断面図 

A 1
0 

A 
1 

D 
11 

 

  
A 
101 

D 
2   

計画路線 

A 
1 

D 
2   

D 
2 

A 
1   

A 
101 

D 
2   

D 
3 

B 
2 

A 
1  

 

 
A 
1 

A 
10 

D 
11  

 

 

A 
1 

D 
3 

B 2 
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（２）管きょ平面図 

①管渠等の占用位置について（図１参照） 

・道路幅員及び占用位置を必ず記入する。また、記入位置は、極力スパンの上流、下流両 

方に記入する。（私道も含む） 

・ますの形状、上流人孔からの距離（ｍ）、取付管径（cm）、ます深（ｍ）、取付管材質を 

記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  平面図の記載例 

（３）管きょ縦断面図 

①管底高の記入分けは、以下のとおりとする。「管きょ再構築設計の手引き」には記号に「Ｒ」 

が記載されているが、不要である。 

 

 更新管 既設管 

既設活用管きょ（Ａ） ― 〇 

更生管きょ（Ｂ） 〇 〇 

新設管きょ（Ｃ） 〇 ― 

布設替管きょ（Ｄ） 〇 ― 

撤去管きょ（Ｅ） ― 〇 

 


